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議 会 



第1 議会の構成

１議員数・任期 令和5年4月1日現在

○現在までの定数･任期の経過

２年齢別議員数 （令和5年4月1日現在）

平成31年4月29日 15人

12人

47歳最年長 75 最年少

定数変更

第15回選挙 平成23年4月30日 平成27年4月29日 15人

第14回選挙 平成19年4月30日 平成23年4月29日 15人

平成27年4月30日

第17回選挙 平成31年4月30日 令和 5年4月29日 15人 無投票

7人

2人

合　計 0人 2人 0人 3人 9人 14人

第13回選挙 平成15年4月30日 平成19年4月29日 18人 定数変更

第12回選挙 平成11年4月30日 平成15年4月29日 22人

第11回選挙 平成 7年4月30日 平成11年4月29日 22人

第10回選挙 平成 3年4月30日 平成 7年4月29日 22人

第9回選挙 昭和62年4月30日 平成 3年4月29日 22人 無投票

第8回選挙 昭和58年4月30日 昭和62年4月29日 22人

昭和42年4月30日 昭和46年4月29日 26人

第7回選挙 昭和54年4月30日 昭和58年4月29日 22人 定数変更

第6回選挙 昭和50年4月30日 昭和54年4月29日 26人

第5回選挙 26人

定数変更

第3回選挙 昭和38年4月30日 昭和42年4月29日 26人

第2回選挙 昭和34年4月30日 26人

現　議　員　任　期

平成31年4月30日～令和5年4月29日

条例定数

15人

現員数

50歳代

56人

昭和30年4月8日

14人

年　代

総辞職

第1回選挙

昭和30年3月27日

70歳代 合　計

選挙回数 任期初 任期終 定数 備　考

町制発足時 昭和30年1月1日

26人昭和34年4月29日

昭和38年4月29日

67.5歳

60歳代

女 0人 0人 0人

男

平均年齢

30歳代 40歳代

0人 2人 0人 3人

昭和46年4月30日 昭和50年4月29日

0人 2人

第16回選挙

第4回選挙
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３党派別議員数

４当選回数別議員数

５職　業

６委員会の構成等（町議会委員会条例によらないものも含む）

○　常任委員会 任期2年 ○　特別委員会　　※申合せ任期2年

任期

2年

※

※

○常任委員会の所管事項

○その他の委員会・特別委員会の選出方法

○正副議長の任期 申し合わせにより2年

○議会選出監査委員の任期 申し合わせにより2年

無職

7人 2人 1人 1人 1人 2人

5人

総務課、DX推進室、ゼロカーボン推
進室、企画振興課、みのわの魅力発
信室、税務課(国民健康保険税に関す
る事項を除く)、みどりの戦略課、商
工観光課、建設課、水道課、会計
課、議会事務局、監査委員事務局、
選挙管理委員会、農業委員会の所管
に関する事項及び他の常任委員会の
所管に属しない事項

8人

副議長・各常任委員長・各常任委員会から1人選出

議会運営委員及び各常任委員会から1人づつ選出

議会運営委員会

議会活動活性化委員会

税務課（国民健康保険税に関する事
項）、住民環境課、福祉課、子ども
未来課、健康推進課、教育委員会の
所管に関する事項

総務産業常任委員会

2人

在任期数

人数

1人 14人

日本共産党 公　明　党

0人

1期目

4人

2期目 3期目 4期目

5人

11人

無　所　属 合　計

名　称

議会活動活性化委員会

（申合せにより議長は辞退し、7人） 7人

福祉文教常任委員会 7人 議会広報特別委員会

5人

名　称

議会運営委員会

委員数

福祉文教常任委員会

総務産業常任委員会

議会広報特別委員会 議長推薦1人及び各常任委員から2人づつ選出

農林業 会社員 自営業 美容業 団体職員

5人

委員数
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第２ 議会の予算関係

１議会費予算（令和5年度当初）

（一般会計の0.84％）

２議員報酬・その他特別職等の報酬 （令和5年4月1日現在）

○議会議員報酬及び町常勤の特別職の給料

円 円

円 円

円 円

円

円

○議会議員期末手当

○主な非常勤特別職

３行政研修視察経費

各常任委員会・議会運営委員会・特別委員会(令和5年度 各年1回 2泊3日以内)

34,000円／回／人（町特別職の旅費条例に基づき支給）

報酬月額 区　　　分区　　　分

104,468

400

農業委員会会長 月額 32,300円

日額 8,100円

監査委員（識見を有するもの） 月額 40,700円

選挙管理委員会委員長 月額 12,800円

副　議　長 副　町　長

議会費総額

うち議長交際費

千円

千円

給料月額

議　　長 町　　長

6　月

区　　　分

監査委員（議員選出委員)

165.0／100

報酬月額

830,000

670,000

562,000

区分2

合　　計

330／100

月額 25,600円

常任委員長である議員 教　育　長

議会運営委員長である議員

その他の議員

332,000

265,000

255,000

255,000

238,000

固定資産評価審査委員会委員

12　月

165.0／100
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第３ 定例会・臨時会・その他の状況

１本会議・委員会等開催状況　（令和4年1月～令和4年12月）

15 日 4 日 3 日 人

15 日 4 日 3 日 人

16 日 4 日 3 日 人

16 日 4 日 3 日 人

62 日 16 日 12 日 人

3 日 3 日 0 日 人

65 日 19 日 12 日 人

２一般質問

３予算･条例審議

４決算審議

各常任委員会付託審査

一般質問実績

定 例 会

臨 時 会

各常任委員会付託審査（一部本会議審議）

各常任委員会付託審査（一部本会議審議）

6月

9月

会期日数 本会議傍聴者数

定
例
会

項　目

3月

 12月　

計(4回)

　10回開催

　 3回開催

　 8回開催

66

68

61

260

　延べ人員：50人(3月13人･6月13人･9月12人･12月12人)

質問・答弁を含め1人55分

質問場所

質問順序

質問方法

質問時間

通告書提出時に「くじ」を引き議長が決める。

一問一答方式

12

令和4年3月定例会～令和4年12月定例会

65

開会日翌日正午締切り

議会運営委員会

議会全員協議会

議員定例協議会

すべて質問席で行う。（対面式）

年間計(7回)

通告制

臨時会(3回)

272

委員会審査本会議
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５議案処理件数　（令和4年1月～令和4年12月）

６請願・陳情　（令和4年1月～令和4年12月）

※　受理件数との相違は継続審査の案件があるため

７議案等の事前配付

８会議録

○定例会・臨時会における本会議

○各委員会審査・議会運営委員会・全員協議会

○会議録の閲覧

　定例会は、議事録作成を外部委託し、臨時会については、音声認識によ
る議事録作成システムを導入し反訳全文筆記、更正・印刷、製本を事務局
職員で行っている。

議員提案
1

その他事件

その他事件

当日配布(一部事前配布)

3 7

臨 時 会

概ね招集日4日前までに資料として自宅へ配付

意見書

0

合　計

条　例 予　算 決　算 専決処分

9 1 0

38 6

11

　会議録は、通常の閲覧可能。また、町ホームページで検索可能（平成13
年1月から）

　作成について、令和4年12月定例会から外部委託し、平成29年6月定例会
から音声認識による議事録作成システムを導入し反訳一部を除き全文筆記
を原則とするが、会議録としては保管、公開をしない

5

0

受理件数 採　択

15

採　択 その他請
願

陳
情

受理件数

0 -2 2

不採択 文書配布

不採択 文書配布 その他

定 例 会

4

選　挙決　議

合　計
町長提案

条　例

10733 5 25
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９広　報

○「議会だより」　年4回発行（定例会終了の翌月)

議員による特別委員会を設置し、議員のみで制作

○地元ケーブルテレビによる定例会一般質問の生放送及び再放送

○町ホームページによる広報

・「議会だより」を掲載（過去12年間分)

・一般質問の動画配信サービス（過去9年間分）

○議会報告会の実施

○中学生模擬議会の実施

第４ 議会事務局

監査委員事務局と兼ねており、正規職員3人

監査委員事務局兼務書　記 1人

監査委員事務局兼務

1人

1人

　平成22年12月制定の「議会基本条例」の規定に基づき原則年1回実施

局　長

次　長

監査委員事務局兼務

　平成22年12月制定の「議会基本条例」の規定に基づき原則年1回以上実施
　令和２年度から令和４年度は新型コロナウイルスの影響で自粛
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